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O

邸
ち
年
少
者
失
業
針
策
の
一
っ
と
し
て
勢
働
擢
訟
を
検
討
せ
λ
と
す
る
所
設
を
紹
介
す
る
の
が
本
小
論
の
目
的

で
あ
る
。

失
業
針
策
が
、
現
下
、
世
界
の
最
も
重
要
在
る
枇
曾
問
題
の
一
つ
で
あ
る
事
は
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
明

白
な
事
買
で
あ
る
。
市
し
て
、
年
少
者
失
業
問
題
は
失
業
の
現
象
が
年
少
者
に
あ
る
が
矯
に
、
そ
の
卦
策
も
一

般
失
業
針
策
と
は
、
白
か
ら
異
在
る
も
の
が
あ
る
と
同
時
代
、
そ
の
重
要
性
に
付
て
も
、
特
殊
の
地
位
を
し
め

て
居
る
も
の
と
見
る
乙
と
が
出
来
る
。
而
し
て
、
年
少
者
失
業
問
題
は
、
そ
れ
の
み
を
研
究
す
る
だ
け
で
、
相

営
の
大
問
題
で
あ
る
の
は
明
で
あ
る
、
が
、
只
本
小
論
は
、
上
速
の
様
に
、
年
少
者
失
業
卦
策
の
一
つ
を
論
述
す

る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
年
少
者
失
業
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
b
、
便
宜
上
、
園
際
勢
働
機
関
で
検
討
し
た

所
を
以

τ、
本
小
論
の
出
接
結
左
し

τ、
論
遁
を
進
め
る
事
と
す
る
。
杢
く
そ
れ
は
、
「
便
宜
上
」
で
は
あ
る
が

併
し
図
際
勢
働
機
闘
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
年
少
者
失
業
問
題
の
検
討
は
、
目
下
の
所
、
最
も
完
備
し
た
も
の
で

あ
b
、
従
っ
て
、
之
れ
に
依
接
す
る
事
は
、
蓋
し
、
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
考
へ
得
る
が
魚
で
あ
る
。

克
来
、
年
少
者
失
業
問
題
は
、

一
九
三
二
年
八
月
図
際
枇
曾
主
義
青
年
同
盟

3
2
E宮
司
S
F
F
Z
E守

民
C
一口
P
H〉

に
よ
っ

τ、
岡
際
勢
働
機
関
に
提
出
せ
ら
れ
た
の
に
は
じ
ま
b
、
突
で
同
年
十
月
反
び
一
九
三
ゴ
一
年

十
月
の
闘
際
勢
働
理
事
舎
に
於
て
、
大
多
数
を
以
℃
可
決
ヨ
れ
、
途
に
一
九
三
五
年
の
第
十
九
同
間
際
勢
働
穂

舎
の
議
題
と
な
る
に
決
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

Unemploy皿 en古among Young 1) In色er且'l.tio:u.lL'l.b:>r 0Jnfarance, R3p:>rt IU. 
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而
し

τ、
本
年
の
園
際
勢
働
総
舎
に
於
て
は
、
七
つ
の
重
要
な
議
題
詮
ご
の
一
っ
と
し
て
、
本
問
題
、
が
提
出

せ
ら
れ
、
か
く
て
、
年
少
者
失
業
委
員
曾
に
て
充
分
な
審
議
喜
一
v

を
経
て
、
六
月
二
十
五
日
の
本
曾
議
に
於
℃

百
六
封
零
と
云
ム
絶
封
多
数
を
以
℃
勧
告
が
可
決
、
決
定
せ
ら
る
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
只
、
本
問
題
は
、

保
約
案
に
よ
ら
ず
し
て
、
よ
b
軽
い
意
義
を
有
す
る
勧
告
の
形
式
を
以
℃
議
決
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
線

ー
が
合
場
に
来
っ
て
、

舎
の
開
舎
営
目
、
各
闘
の
年
少
失
業
圏
1

1
多
く
は
高
等
専
門
皐
校
の
卒
業
生
に
℃
不
就
業
獄
態
に
あ
る
者
l

一
種
の
示
威
運
動
を
暴
行
し
た
事
賞
、
並
び
に
本
議
題
が
、
最
初
は
、
只
勧
告
の
草
案
を

作
成
す
る
に
あ
っ
た
も
の
が
、
問
題
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
只
一
同
の
討
議
を
以
て
、
直
ち
に
勘
告
を
採
捧
す

る
に
至
っ
た
事
賞
、
及
川
ω
委
員
曾
に
於
け
る
各
図
代
表
の
最
も
熱
心
な
る
討
論
の
行
は
れ
た
る
事
責
に
徴
し

τ

五
日
’
々
は
、
本
問
題
、
が
現
下
の
世
界
的
重
要
な
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
事
を
知
b
得
る
の
で
あ
る
。
而
し

τ、
一
方

に
は
、
上
速
の
如
き
本
小
論
の
目
的
と
、
他
方
に
は
、
筆
者
自
か
ら
本
問
題
の
委
員
舎
に
最
後
ま
で
日
本
委
員
と

し
℃
出
席
し
た
事
か
ら
し
て
、
筒
草
に
本
総
合
の
内
容
を
述
べ
、
・
次
で
勢
働
権
そ
の
も
の
の
主
張
を
検
討
し
、

以
℃
年
少
失
業
者
の
一
艶
策
と
し
て
の
勢
働
躍
に
閲
す
る
所
説
の
大
要
を
紹
介
せ
λ
と
す
る
の
で
あ
る
。

ハ
註
一
）

、J

第
十
九
同
勢
働
組
曾
に
は
七
つ
の
議
題
が
輿
へ
ら
れ
た
。
即
ち
一
移
住
努
働
者
の
権
利
保
全
問
題
己
一
切
の
鍵
山
に
於
け

、

，

ノ

、

、

』
J

る
婦
人
の
地
下
勢
働
に
闘
す
る
問
題
三
年
少
者
の
失
業
問
題
四
植
民
地
勢
働
者
募
集
の
問
題
目
有
給
休
日
問
題
対
勢

f
l

、、

f
e

、、

f
に

f
t
L

、、，J

働
時
間
短
縮
問
題
化
炭
坑
勢
働
時
間
燦
約
一
部
改
正
問
題
｜
l
吐
曾
局
の
第
十
九
回
園
際
開
労
働
綿
曾
概
況
参
照
。

年
少
者
失
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本
問
題
は
政
府
、
資
本
、
勢
働
各
代
表
の
五
十
二
名
よ
り
な
る
委
員
曾
に
て
審
議
さ
れ
た
。
委
員
一
舎
を
関
空
1
る
こ
と
前
持
、
十

二
同
に
及
ん
だ
。
委
員
数
と
そ
の
同
数
と
に
於
て
、
本
委
員
曾
が
最
も
多
数
日
に
あ
っ
た
事
は
注
目
に
依
ず
る
。
前
揖
明
書
一
一

0
1

二
一
頁

二
、
失
業
問
題
の
重
要
性

現
代
の
岡
家
に
と
っ
て
、
「
そ
の
閥
民
全
鵠
に
封
し

τ、
生
活
の
標
準
（
田
宮
出
含
忌
丸
岡
山
手
）
を
確
保
す
る
と

い
ム
任
務
は
、
従
来
の
岡
家
的
濁
立
の
保
全
と
同
様
に
、
岡
家
の
基
本
的
義
務
と
な
っ
て
ゐ
る
。
」
と
云
ふ
言
葉

は
、
誠
に
よ
く
園
家
の
本
質
の
一
面
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
一
X
A事
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
間
家

に
し
て
、

乙
の
基
本
的
な
義
務
を
怠
っ
た
左
す
る
な
ら
ば
、
か
」
る
岡
家
の
統
一
は
破
壊
事
れ
、
法
律
、
秩
序

等
は
崩
潰
し
去
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
葦
じ
、
近
代
人
は
、
岡
家
的
文
化
生
活
の
賓
質
的
内
容
の
一
っ
と
し
て

上
越
の
如
き
本
質
的
の
義
務
が
岡
家
、
枇
曾
に
存
し
℃
居
る
も
の
で
あ
る
と
一
五
ふ
事
を
、
賞
然
の
事
費
内
設
己
ど

し
て
認
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
昔
日
の
様
に
、
失
業
、
窮
乏
等
の
不
幸
在
る
枇
曾
現
象
を
、
何

等
か
官
目
的
且
逃
れ
難
き
天
典
の
運
命
乃
至
は
自
己
の
不
徳
、
不
運
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
℃
、
乙

れ
を
宿
命
的
観
念
に
よ
っ
て
、
敢
て
忍
従
し
得
な
い
ば
か
b
で
攻

t
、
反
っ
て
、
或
程
度
合
で
の
個
人
の
健
康
、

快
融
市
、
鵡
利
等
主
享
有
す
る
事
を
以
て
、
本
来
の
生
存
櫨
の
内
容
を
在
す
も
の
で
あ
る
か
の
様
に
考
察
し
町
逝

"¥Valter Lippmann : The Method of Freedom. (1934) p. 35 2J 



代
的
岡
家
は
、
統
整
さ
れ
た
圃
睡
的
な
力
に
上
っ
て
、
乙
れ
を
園
民
民
保
障
す
可
き
も
の
で
あ
る
と
云
ム
思
想

を
有
す
る
と
同
時
代
、
乙
れ
が
貫
現
を
期
待
し
℃
居
る
と
見
る
乙
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
従
つ

τ、
失
業
問

題
の
解
決
は
、
買
に
、
現
代
の
同
家
に
課
せ
ら
れ
た
所
の
最
も
重
要
に
し
て
緊
急
な
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と

見
得
る
ん
〕
同
時
に
、
そ
の
艶
策
に
付
て
、
岡
家
が
金
力
を
蓋
し
て
調
査
研
究
を
績
け
つ
‘
、
あ
る
理
由
も
白
か
ら

承
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

耐
し

τ、
現
下
、
世
界
の
失
業
者
数
は
‘
賓
に
約
一
」
一
千
高
人
主
算
へ
ら
れ
て
居
る
。
か
、
、
る
五
大
な
失
業
の

原
困
、
そ
の
針
策
を
探
究
す
る
事
は
、
本
小
論
の
目
的
で
な
い
。
只
什
こ
h
h

で
は
、
次
の
撲
な
事
賓
を
列
翠
す

る
に
止
め
て
置
く
。

邸
も
、
目
下
の
か
L
る
世
界
的
失
業
に
劃
し
て
、
各
闘
は
、
乙
れ
を
自
然
の
法
則
に
基
く
不
可
避
的
事
賓
と

考
へ
攻
い
で
、
線
ゆ
る
方
法
を
講
じ
て
、
こ
れ
が
針
策
を
考
究
し
つ
L
あ
る
事
賞
、
そ
れ
が
鶏
め
に
多
く
の
閤

家
は
千
捗
主
義
、
経
務
的
杢
鵠
主
義
ハ
回

8
5包
め
ざ

ε
5ユ師、出山田

H

ロ
巾
）
岡
家
的
計
重
化
主
義
を
賓
現
す
る
魚
mu

レ
ツ
セ
I
・
フ
ェ
ー
ル

勢
力
を
積
け
っ
、
あ
忍
事
賞
、
並
州
い
に
自
由
放
任
の
思
想
は
乙
の
裁
に
付
て
是
認
遣
る
可
き
も
の
で
攻
い
と
誕

め
つ
i
Fあ
る
事
賞
を
一
言
す
る
記
止
め
る
。
そ
れ
は
、
皐
覚
、
失
業
、
窮
乏
の
原
因
を
自
然
そ
れ
自
轄
の
失
敗

に
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
何
等
か
人
詩
的
十
な
も
の
、
制
度
土
の
欠
換
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
考
へ
‘
る
に
至
つ
℃

指
名
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
失
業
者
数
の
多
い
北
米
A
口
衆
闘
に
付
て
見
る
に
、
例
へ
ば
、
一
九

論

叢

年
少
者
失
業
問
題
主
労
働
権
の
再
検
討

ノ1
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叢

二
九
年
に
三
六
、
0
0
0
の
上
層
家
族
の
総
所
得
が
、
事
賃
上
一
一
、
六
五
三
、
0
0
0
の
下
層
家
族
の
そ
れ
と
同

額
で
あ
っ
た
と
中
一
一
ロ
ム
様
な
事
賞
、
が
失
業
、
乃
至
枇
曾
的
窮
乏
と
如
何
な
る
関
係
、
が
あ
る
か
と
云
ふ
事
が
問
題
と

3
れ
て
居
る
事
噛
却
を
知
っ
て
、
主
同
ん
乍
は
、
失
業
の
原
因
と
封
策
の
探
究
が
、
如
何
に
民
汎
な
経
済
財
政
問
題
の

研
究
ま
で
を
必
要
と
す
る
か
を
知
ら
得
る
の
で
あ
る
。
杢
く
、
日
下
の
勢
働
問
題
、
枇
命
日
政
策
の
中
心
は
、
奮

・
来
の
様
な
勢
働
階
級
の
一
踊
利
増
建
と
一
石
ふ
様
な
草
純
本
分
配
問
題
に
止
ら
な
い
で
、
失
業
乃
至
救
貧
、
防
貧
に

そ
の
重
姑
が
置
か
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
車
な
る
勢
働
立
訟
の
制
定
と
云
ム
様
な
問
題
に
止
ま
ら

ず
し
て
、
選
ん
で
、
経
穂
、
財
政
の
根
本
問
題
ま
で
論
究
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
居
る
も
の
と
一
五
ふ
事
が
出

来
る
。而

し
て
、
今
、

之
れ
を
、
本
年
度
の
園
際
勢
働
事
務
局
長
バ
ト
ラ
T
氏
の
報
告
書
〔
註
ニ
v

に
付
℃
み
て
も
、
杢

容
を
通
し
℃
、
失
業
問
題
の
針
策
に
付
て
論
述
遣
れ
て
居
る
の
で
あ
る

Q

乙
れ
に
よ
る
も
、
世
界
各
闘
が
如
何

に
失
業
問
題
を
重
要
楓
し
て
居
る
か
を
、
五
口
冷
は
察
知
し
得
る
の
で
あ
る
。

川註一
U

か
ミ
る
思
想
は
、
世
曾
的
正
義
の
樹
立
と
一
五
ふ
概
念
的
な
言
葉
で
、
遁
俗
的
に
一
五
ひ
現
は
さ
れ
て
居
る
。
ア
H
ス
ト
テ
レ
ス
が

中
時
閣
を
曾
び
貧
富
の
差
別
を
極
度
に
撒
慈
し
、
分
図
的
正
義
ハ
ロ
庄
司
山
富
山
4
こ
ロ
注
目
白
与
を
説
い
た
の
も
亦
同
様
の
思
想
で
あ
る

と
瓦
る
こ
と
が
出
来
ょ
う
。
又
、
法
律
上
の
個
人
の
生
存
樫
の
翻
念
の
如
き
も
、
や
は
り
、
同
様
の
主
張
で
あ
ら
う
。
只
現
代

は
、
か
h

ふ
る
思
想
が
農
〈
民
衆
の
思
想
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
一
般
的
に
叫
ば
れ
て
居
る
と
一
五
ふ
こ
と
に
、
苔
々
の
特
別
の
注
意

が
向
け
ら
れ
る
の
で
ゐ
っ
て
、
こ
れ
は
自
由
放
任
主
義
が
招
来
せ
し
め
た
惑
結
果
に
針
す
る
一
つ
の
反
動
的
な
思
想
と
も
見
る

Brookings Institution : America’s Capacity to Consume. (1934) Chapter V.図

際労働局、局長年報－jL三五年fit六五頁以下。

3) 



こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
。

（註一一
U

局
長
報
告
（
同
8
0忌
え
答
。
巴
猪
口
件
亀
〉
と
一
式
ふ
の
は
過
去
一
ヶ
年
間
に
一
旦
る
岡
際
蛇
労
働
機
闘
の
業
蹟
を
報
告
す
る
と
同
時
に

将
来
へ
の
希
望
等
を
述
べ
た
一
種
の
業
務
報
告
書
で
、
こ
の
報
告
書
を
中
心
と
し
て
の
論
議
は
努
働
糟
食
中
の
重
要
な
る
論
事

の
一
つ
と
さ
れ
て
居
る
。

＝
一
、
年
少
者
失
業
問
題
の
重
要
性

(1) 

年
少
失
業
者
の
意
義
並
び
に
そ
の
統
計

一
般
に
失
業
が
、
勤
勢
階
級
に
及
ぼ
す
悲
惨
な
る
結
果
に
付
て
は
、

三
、
に
吏
め
℃
説
く
ま
で
も
な
い
明
白

の
事
買
で
あ
る
が
、
年
少
失
業
者
に
付
て
は
、
そ
の
失
業
者
が
年
少
者
で
あ
る
と
云
よ
事
か
ら
、

一
般
の
失
業

と
は
異
っ
た
重
要
性
と
特
殊
性
と
が
認
め
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、

こ
」
に
、
年
少
者
と
は
、
そ
の
年
齢
を
何
歳
よ
b
何
歳
ま
で
と
定

U
可
3
で
あ
ら
う
か
。

乙
の
年

齢
の
定
め
方
に
は
、
勿
論
一
定
の
標
準
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
只
、
年
少
者
失
業
が
惹
起
す
る
結
果
が
盆
。
重
大

なザ
Q

祉
合
的
結
果
を
奥
よ
る
に
至
っ
た
に
徴
し

τ、
多
数
の
欧
米
諸
問
各
冷
が
、
年
少
者
（
J
問
。
回
目
ぬ

H
E
Z
8
9

守
口
ロ
g
向
。

E
）
の
失
業
敷
の
統
計
を
と
っ
て
、
さ
れ
を
勢
働
事
務
局
に
遁
告
し
た
所
の
表
が
接
表
3
れ

τ居
る
。

此
等
の
表
〈
設
己
に
よ
る
と
、
大
韓
、
そ
の
最
低
の
年
齢
は
十
四
歳
（
我
困
の
年
齢
に
て
は
十
五
歳
）
で
あ
っ
て

そ
の
最
高
は
二
十
五
歳
（
我
闘
の
年
齢
に
℃
二
十
六
歳
）
に
な
っ
て
居
る
。
帥
ち
、

乙
れ
を
我
固
に
と
れ
ば
、

論

叢

年
少
者
失
業
問
題
と
努
働
犠
の
再
検
討

八
五



務

論

費量

湾主

第
十
一
一
一
抹

八
六

大
穂
、
小
皐
校
卒
業
よ

b
大
串
校
卒
業
ま
で
の
年
齢
の
者
、
換
言
す
れ
ば
小
串
枝
を
卒
業
し
て
家
庭
の
都
合
で

上
級
の
串
校
に
行
か
ず
し

τ、
直
ち
に
就
職
せ
λ
と
し
て
、
職
を
得
ぎ
る
者
か
ら
、
最
高
曲
学
府
売
る
大
串
を
卒

業
し
就
業
せ
ん
と
し
、
趨
嘗
な
職
を
得
ぎ
る
者
ま
で
を
、

乙
、
に
、
年
少
失
業
者
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

次
に
、
吾
冷
の
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
費
は
、
か
」
る
年
少
失
業
者
数
の
統
計
で
あ
る
。

勢
働
事
務
局
か
ら
の
第
三
報
告
書
は
、
欧
米
諸
闘
を
各
L
q

因
別
に
し

τ、
そ
の
失
業
者
数
の
統
計
を
詳
細
に

ば
攻
の
様
で
あ
る
。

示
し
℃
居
る
が
、
今
、
乙
れ
に
装
い
℃
作
ら
れ
た
と
考
へ
ら
る
忍
粧
台
局
の
欧
米
の
年
少
失
業
者
統
計
を
一
不
せ

ノ 、英ドフデチ i ｜ 
·~ I国1
コ I I 
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齢
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者
ノ
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業
ノ
全
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業
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率
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三
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一
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一
一
一
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一
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一
丸
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一
一
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一一年 年 年 年

ll-'I 七 一 一一一 一 一。一
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一 一 一一一 一 一 四一 一 一
七 五 一一 七 七 一
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（
一
枇
令
局
後
行

年
少
者
の
失
業
問
題
＝
一
頁
、
昭
和
十
年
三
月
）

叉
、
同
一
の
費
料
に
基
い

τ、
杢
園
産
業
闇
膿
聯
A
U
曾
事
務
局
か
ら
接
表
さ
れ
た
統
計
を
示
せ
ば
次
の
様
で

ある。

1ご フ デ チ
エ 国

イ
‘ノ

ン 士3

． 
ン

ス
イ 可ず

フ ロ
？ア

ン ア

キ 名
ツ ド タ ア

同問同一 調
JL 

査

年 年
七一三一。

月
月 月 月 月

一 年、
少

一 四
一一三九

者
失

七五六七
業車窓

、 、 、 、
四五二八
三一七 O 童文
三 O 二五

劃一
ス般

一一一一 Jl-失
一一一 割業六三八二%ー. .・ 4 、．

A口一－ 
一三 O 八

一一一一 年
七六八四

議i議l歳i歳I 
少

者

一 一 一 一 年－ー・h －・－ －・－」‘ ーー・－
四五五四

齢
歳歳歳歳

論

叢

年
少
者
失
業
問
題
と
努
働
権
の
再
検
討

人
七



商

y、イオノスス

態

論

叢
1J 

リン

ニ巴τr 

メ

リ

カ

合

衆

国

ア

ン

ガ

第
十
コ
一
統

グ、

月

九
三
、
0
0
0

九
三
一
、
四
一
四

五
六
、
八
O
四

一一

O
、0
0
0

五
七
、
四
一
一
一

一
0
．
五
五
八

八
七
入
、
五
六

ハ
会
問
産
業
間
樫
聯
令
曾
事
務
局
。
ハ
ジ
フ
レ
ツ
ト

i¥. 
A 

四
一
・
五

四
二
・

O
一
二
五
歳
未
満

二
五
歳
未
満

一
一
七
・
八

一一七・
O

三
三
・
七

二
四
歳
未
満

一
八
歳

l
i二
四
歳

一
六
歳
！
i
二
五
歳

一一
0
・0
一
二
四
歳
未
満

二
七
二
ハ

一
O
歳
｜
｜
二
四
歳

以
上
の
二
表
か
ら
、
五
日
L

干
の
知
b
得
る
一
般
的
結
論
は
、

一
二
十
五
歳
（
日
本
年
齢
二
十
六
歳
〉
以
下
の
失
業
者
の
数
は
、
全
失
業
者
数
の
約
四
分
の
一
を
占
む
る

も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
賞
。

ロ
従
っ
て
、
若
し
杢
世
界
の
失
業
者
の
概
算
を
二
千
五
百
寓
と
す
れ
ば
、
年
少
失
業
者
数
は
約
六
百
高
乃

至
七
百
高
、
若
し
線
数
を
三
千
高
と
す
れ
ば
、
約
七
百
五
十
寓
乃
至
八
百
高
を
占
む
る
と
云
ふ
事
賞
。

己
年
少
失
業
者
は
、
女
子
の
方
が
男
子
よ
b
も
杢
失
業
に
封
し
℃
高
き
比
率
を
占
め
て
を
る
と
云
ふ
事
賞
。

で
あ
る
。

クラJv 

ウ

.:r. 

イ

一
九
三
O
年

一
九
三
二
年

一
九
三
三
年
一

O
月

一
九
三
三
年

ン

同

一
一
月

七

同

ス

月

一
九
三
0
年
四

年
少
者
失
業
問
題
三
一
只
、
昭
和
十
年
一
月
）



此
等
の
配
宇
は
、
最
も
明
白
に
年
少
失
業
者
問
題
の
重
要
牲
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
仁
、
後
述
す
る
持

働
樺
の
艶
象
の
問
題
と
し

τも
頗
る
重
大
な
闘
係
主
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

精
、
我
岡
の
年
少
失
業
者
数
の
統
計
で
あ
る
が
、
元
来
、
我
園
の
失
業
統
計
は
充
分
完
備
せ
る
も
の
と
は
云

ふ
事
を
特
な
い
。
従
っ
て
年
少
失
業
者
に
付
て
も
統
計
は
甚
だ
不
充
分
の
様
で
あ
る
。

左
に
職
業
紹
介
所
に
整
録
し
た
者
よ

b
年
少
失
業
の
推
定
統
許
を
示
せ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

失

業

登

録

者

数

十
四
議
以
上
二

O
歳
未
満

二
十
歳
以
上
ノ

一
般
賦
労
働
者

一、
O
三
六
、
四
九
二

封一
ス般

- ｝］.，孝

子%割事
七合ニ

年

ZIJ 

一

九

三

O
年

一
二
一
一
三
ハ

一
、
一
五
三
、
三

O
七

一
八
・
五

九

巳』
，
作
品

二
一
二
、
八
五
回

f、
年
少ー
者、
失一
業三
間二
題、
四五
~五
会七
産
物
事
務
局
設
行

一

九

三

二

年

6 
jL 

一
二
・
九昭

和
十
年
一
月
U

又
、
我
闘
に
於
け
る
皐
枝
（
尋
常
、
高
等
小
皐
枝
並
び
に
大
串
及
び
専
門
皐
枝
）
卒
業
直
後
に
於
け
る
不
就
トレア局、会批

業
者
に
関
す
る
概
略
に
付
て
は
後
述
す
る
所
に
譲
る
。

円

4

年
少
失
業
者
問
題
の
特
殊
性

上
越
の
如
く
、
年
少
者
失
業
問
題
は
、
そ
の
教
が
杢
失
業
者
に
艶
し
て
求
む
る
地
位
の
上
か
ら
し
℃
、
非
常

に
重
要
な
も
の
で
あ
る
事
が
明
白
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
猶
、
失
業
者
が
年
少
者
で
あ
る
が
矯
め
に
、
特
殊

論

年
少
者
失
業
問
題
と
間
労
働
権
の
再
検
討

ii.. 
九

叢

問11:年少者ーの夫業問題4) 



潟

挙

諭

叢

第
十
一
一
一
統

九
0 

・
在
粧
合
的
関
題
を
生
む
に
至
る
の
で
あ
る
。

元
来
、
失
業
が
招
来
す
る
一
般
的
結
果
正
し
て
、
従
来
、
教
へ
ら
れ
つ
L
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
個
人
的
に

は
貧
困
、
意
気
消
洗
、
鍵
践
の
破
壊
、
再
就
業
の
場
合
に
於
け
る
能
率
低
下
、
浮
浪
犯
罪
の
原
因
等
々
の
恐
る

可
き
原
因
が
あ
る
と
共
に
、
一
枇
曾
的
立
は
、
枇
曾
杢
惜
と
し
て
の
道
徳
の
低
下
、
失
業
者
へ
の
従
属
階
級
の
貧

回
、
並
び
に
そ
の
樟
力
下
向
、
社
曾
的
に
は
一
枇
曾
制
度
の
破
壊
、
叉
建
的
業
に
は
一
段
的
賃
銀
の
下
落
、
岡
氏
的

な
能
率
の
低
下
等
が
あ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
年
少
失
業
者
に
付
て
は
、
上
越
の
藤
在
、
失
業
一
一
般
の
も
た

ら
す
不
幸
な
影
響
、
結
果
の
外
に
、
失
業
が
年
少
者
た
る
が
矯
め
に
、
特
殊
に
し
て
重
要
な
影
響
を
、
個
人
及

枇
曾
に
招
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
年
少
者
に
輿
へ
ら
れ
た
教
育
が
、
ー
し
般
に
如
何
に
優
良
で
あ
っ
て
も

勢
働
生
活
に
よ
っ
℃
人
生
の
苦
難
を
経
た
成
年
失
業
者
に
較
よ
れ
ば
、
年
少
者
が
不
就
業
で
あ
る
事
賓
は
、
彼

等
に
よ
A
h
恐
る
可
主
精
神
的
、
肉
樫
的
悪
結
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
る
＠
例
へ
ば
、
勤
勢
の

良
習
慣
を
得
る
め
不
可
離
で
あ
る
事
、
敵
前
来
の
自
己
の
職
業
を
習
得
す
る
主
将
な
い
事
等
の
不
利
益
は
申
す
ま

で
も
ま
い
が
、
ひ
い
て
は
、
之
れ
が
怠
精
、
道
棒
的
預
藤
と
一
Z
A結
果
を
招
主
、
年
少
者
彼
自
身
に
と
っ
て
は

勿
論
、
そ
の
家
族
、
乃
至
一
般
枇
合
調
家
の
賂
来
に
と
っ
て
、
頗
る
憂
よ
可
き
悪
結
果
を
及
す
も
の
？
あ
る
事

京
は
、
あ
ま
ね
く
識
者
に
認
め
ら
る
、
所
で
あ
る
。

か
〈
て
、
年
少
失
業
者
問
題
は
、
そ
の
敢
に
於
℃
、
捕
し
て
叉
同
時
に
そ
の
質
に
於

τ、
特
種
の
重
要
性
が



一
般
に
認
識
せ
ら
る
k
様
に
な
h
、
従
っ
て
、
そ
の
卦
策
も
特
別
に
探
究
せ
ら
る
」
必
要
を
足
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

ハ
詮
一
）

欧
米
各
園
の
年
少
失
業
者
数
に
付
て
、
詳
細
な
る
統
計
を
、
各
園
別
に
付
て
知
ら
う
と
す
る
な
ら
ば
、
園
際
勢
働
事
務
局
の
勿

｝
一
報
止
白
書
で
あ
る
「
年
少
失
業
者
間
働
」
の
宝
頁
乃
至
二
十
六
享
を
品
詰
問
さ
れ
た
い
。

四
、
図
際
労
働
機
関
の
年
少
者
失
業
針
策
の
概
要

年
少
者
失
業
問
題
に
闘
し
て
、
世
界
各
闘
の
注
意
を
喚
起
し
、
官
設
問
題
の
調
査
に
嘗
っ
た
所
。
鴎
際
勢
働

機
関
は
、
然
ら
ば
、
如
何
な
る
失
業
識
策
を
第
十
九
同
の
線
曾
に
提
出
し
た
か
。
叉
、
穂
曾
は
、
か
L
る
艶
策

を
如
何
に
取
扱
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
吾
冷
は
、
勢
働
権
論
を
説
越
す
る
前
提
と

Lτ
、
一
鷹
乙
れ
を
知
る
必
要

が
あ
る
。消

極
的
針
策

惨
事
午
齢
並
び
に
就
業
最
低
年
齢
の
引
上
げ
。
乙
れ
で
あ
る
。

乙
の
法
律
上
の
義
務
教
育
年
齢
を
、
十
五
歳
乃
至
十
六
歳
（
日
本
年
齢
〉
ま
で
に
引
上
げ
る
事
は
、
教
育
上

は
w

充
分
な
小
皐
課
程
を
絡
了
せ
し
め
得
る
と
同
時
に
、
枇
曾
的
に
は
、
未
成
熟
者
に
卦
す
忍
過
度
の
勢
働
を

避
け

L
め
得
る
殻
果
あ
る
も
の
で
あ
っ

τ、
人
の
一
生
の
う
ち
、
最
少
八
ヶ
年
間
位
の
勉
皐
期
闘
を
存
せ
し
む

号店品

詞nH

年
少
者
失
業
問
題
主
労
働
濯
の
再
検
討

丸

議

5) Unemployment among Young Persons Peport III, 1935, 19出 Session.I凶erna『

tional Labour Office. 



F6 
砂
H
－

尋重

論

議

第
十
一
一
一
説

九

る
事
は
、
望
ま
し
き
も
の
で
あ
る
と
も
主
張
当
れ
得
る
。
只
我
闘
の
如
く
、
義
務
教
育
年
阪
が
七
歳
よ

b
十
四

歳
と
な
っ
て
居
る
所
〈
例
外
と
し
て
、
或
地
方
を
限
b
農
繁
期
九
十
日
を
限
度
と
し
て
農
業
に
従
事
す
る
を
詐

す
）
に
て
は
、
二
ヶ
年
の
義
務
教
育
期
間
の
延
長
は
、
賞
際
上
、
校
合
、
教
員
の
増
加
に
よ
っ

τ、
経
費
の
負

携
の
相
営
左
加
重
を
見
る
に
至
る
乙
と
は
明
で
あ
る
。
が
然
し
、
徒
ら
に
多
く
の
幼
年
者
を
「
将
来
君
主
勢
働
」

「
袋
小
路
式
勢
務
」
ハ
呂
町
昆
炉
問
q
h
Fど
に
迫
ひ
込
む
事
は
、
岡
家
百
年
の
持
来
を
考
ふ
る
時
望
ま
し
き
も
の

で
あ
る
と
は
云
ム
事
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
義
務
教
育
年
限
延
長
の
問
題
は
か
な
b
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
加

之
、
乙
の
問
題
は
、

一
方
に
は
職
業
指
導
問
題
と
も
密
接
な
関
係
あ
る
と
共
に
、
他
方
、
義
務
教
育
費
園
庫
負

捨
問
題
と
も
関
聯
し
て
考
察
詰
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
猶
迫
加
皐
年
の
教
育
の
内
容
を
如
何
に
定
む
可
き
か
の

問
題
を
は
じ
め
、
年
限
の
延
長
は
、
児
童
の
雨
親
等
に
訴
し
経
済
的
負
携
を
加
重
す
る
結
果
を
見
る
に
至
る
の

で
は
な
い
か
と
一
E
A様
在
貫
際
上
の
多
く
の
問
題
を
生
ず
る
。
之
の
後
者
に
付
て
は
、
市
増
加
数
育
期
間
を
無
料

と
な
す
と
同
時
に
、
特
定
の
理
由
ハ
例
へ
ば
雨
親
の
貧
困
等
の
場
合
〉
あ
る
場
舎
に
は
、
乙
の
追
加
教
育
を
受

く
る
事
を
不
必
要
と
定
む
る
か
、
或
は
一
定
の
手
営
金
を
そ
の
期
間
中
給
付
す
る
と
云
よ
議
論
も
あ
っ
た
事
を

乙
・
、
に
二
一
目
す
る
に
止
め
る
。

次
に
修
皐
年
齢
の
引
上
げ
は
、
同
時
に
就
業
の
最
低
年
齢
の
引
上
げ
の
事
賓
を
件
ふ
乙
と
、
な
る
の
で
は
あ

る
が
、
乙
の
雨
者
は
、
必
然
的
に
は
合
致
す
る
も
の
で
な
い
。
従
来
、
時
に
は
義
務
教
育
未
了
者
に
、
勢
働
が



詐
崎
、
。
れ
℃
を
る
闘
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
劫
は
法
律
を
以
℃
就
業
の
最
低
年
齢
の
引
上
げ
を
規
定
す
る

必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
特
に
業
務
の
性
質
が
危
険
、
有
害
で
あ
る
場
合
に
は
、
此
等
の
企
業
へ
の
就
業
に
付

℃
は
、
性
別
に
依
b
年
齢
を
特
に
引
上
げ
る
る
法
制
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
3
れ
た
。
同
註
一
v

要
之
、
以
上
の
封
策
は
、
年
少
者
を
比
較
的
長
期
間
在
皐
せ
し
め

τ、
多
少
在
b
失
業
の
緩
和
に
費
せ
ん
L」

す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
h
、
従
つ
℃
そ
れ
は
、
消
極
的
な
艶
策
で
あ
る
と
見
る
事
が
出
来
る
。
盆
ニ
ν

積
極
的
封
策

4ω 

然
ら
ば
、
現
に
失
業
中
の
年
少
者
に
謝
す
る
卦
策
は
如
何
。

之
れ
が
矯
め
に
は
、
吾
冷
は
、
先
づ
、
勢
働
事

務
局
長
が
、
そ
の
報
告
書
に
於
て
、
提
示
し
℃
を
る
一
般
的
卦
策
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
今
是
等
の
針
策
を
列

記
す
れ
ば
、
一
大
要
、
次
の
様
で
あ

ι。

一
失
業
保
険
及
び
こ
れ
に
類
似
ぜ
る
救
済
方
法
。
二
公
共
事
業
。
一
ニ
勢
働
時
間
の
短
縮
。
四
産
業
の
組
織
化

f

k

f

t

f

t

 

、、J

＼
t
ノ

五
金
融
政
策
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
政
策
等
。
六
闘
際
的
組
職
化
の
六
つ
で
あ
る
。
年
少
失
業
者
に
此
等
の
針
策

が
役
立
つ
乙
と
は
一
百
を
待
つ
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
若
し
濁
立
を
飴
儀
な
く
注
れ
た
年
少
者
で
あ
っ

τ、

し
か
も
、
そ
の
失
業
が
長
期
間
に
及
ぶ
様
な
場
合
に
は
、
成
年
失
業
者
に
比
し
て
、
そ
の
徳
牲
の
敗
壊
は
甚
だ

し
き
も
の
が
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
か
ら
、
年
少
失
業
者
の
矯
め
に
、
特
殊
・
な
封
策
の
樹
立
を
必
要
と
す
あ
の

で
あ
る
。
而
し

τ、
事
務
局
の
提
案
に
な
b
、
総
合
の
採
揮
し
た
針
策
は
大
要
衣
の
如
主
も
の
で
あ
る
。

言命

議

カd

年
少
者
失
業
問
題
と
慨
労
働
棋
の
再
検
討

此毒事主計策の詳細に付ては Repor志ofthe Direc旬，r.1935. p. 38-58.勢働局謬書問

。頁一六八頁参照

労働事務局の提案。詳細に付ては CMma晋edes jetmes gens (Rapport III) (B. 

I. T.) p. 27-183.年少者の失業問題〈市土合局〉の七頁一四O頁参照〉
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官主i

準

論

叢

第

十

三

擁

九
回

二
年
少
失
業
者
の
矯
め
の
特
別
休
養
所
、
即
ち
特
別
攻
る
枇
曾
施
設
の
設
置
．

zれ
は
‘

年
少
失
業
者
ホ
ー
ム
と
で
も
名
づ
く
可
き
も
の
で
失
業
中
は
随
時
、
年
少
者
を
之
、
に
出
入
せ
し
め
宅
、

年
少
者
に
し
て
失
業
統
態
に
あ
る
者
に
艶
し
て
特
別
な
職
業
的
訓
練
を
興
よ
あ
機
闘
の
設
置
。

一
一
吉
田
氏
云
へ
ば

失
業
に
よ
る
敗
徳
を
防
ぎ
智
育
、
睡
育
、
徳
育
を
典
へ
、
試
力
を
回
復
す
る
乙
と
を
得
し
む
る
様
に
す
る

今
の
で
あ
る
＠

1
・J三

年
少
失
業
者
の
矯
め
に
生
産
的
勢
働
を
修
得
せ
し
む
る
が
矯
め
の
カ
ン
ア
乃
至
授
産
場
の
設
置

U

之
の
問
題
は
、
年
少
者
失
業
卦
策
の
う
ち
、
最
も
議
論
の
多
か
っ
た
所
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
重
要

怠
る
も
の
は
、
カ
Y

プ
へ
の
加
入
は
強
制
的
た
る
可
き
か
否
や
の
問
題
で
あ
っ
た
。
突
に
又
、
カ
ン
プ
へ
の

加
入
期
間
〈
数
週
間
乃
至
一
ヶ
年
間
可
加
入
年
齢
ハ
十
八
歳
よ
b
二
十
六
歳
ま
で
）
。
勢
働
時
間
（
一
遇
三

十
三
時
間
乃
至
四
十
時
間
）
。
勢
働
に
卦
す
る
報
酬
（
小
額
の
現
金
手
営
の
支
梯
〉
等
の
問
題
も
、
多
く
の
困

難
な
論
争
を
起
し
た
。
就
中
、
特
に
重
要
な
論
結
は
、
カ
ン
プ
の
組
棒
、
そ
の
指
導
員
及
掛
か
、
る
カ
シ
プ

の
草
事
教
練
所
化
の
問
題
で
あ
っ
た
。
後
者
は
か
つ
て
軍
縮
曾
議
専
門
委
員
曾
に
於
て
屡
検
討
さ
れ
党
問
題

で
3
へ
あ
っ
合
。

要
之
、
上
越
の
野
策
は
、
年
少
失
業
者
が
そ
の
失
業
期
間
を
出
来
得
る
だ
け
個
人
的
並
び
に
一
腔
曾
的
に
有
競

に
経
過
し
得
る
様
在
方
法
を
規
定
し
た
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
e

従
っ
て
彼
等
に
就
業
の
機
曾
を
得
一
せ
し
め



叉ん
は泊：
そ侍
れめ
とに
並は
ん
で他

i ~ 
失 :i争

当怪 な

害警
の Y匹

を魚 川
め~
の千

買さ
なえ
よ~！三

室長
議室
業持
羽め
犯 に

品円
口、 ー一寸

話第、

置二、

む膏
~来
去の

る聖
る 71"

組
主介
Z 所
ユご以
九外

乙
の
紹
介
所
の
特
色
は
、
そ
れ
が
只
職
業
紹
介
た
る
に
止
ま
ら
な
い
で
、
職
業
指
導
と
密
接
な
連
絡
閥
係
を
必

要
と
す
る
鈷
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
（
賂
来
在
主
職
業
の
可
及
的
救
済
と
勢
務
の
道
徳
的
方
面
へ
の
考
慮
の
問
題

が
中
心
で
あ
る
。
）

「
h
m
「
こ
に
は
、
年
少
者
雇
傭
範
国
を
可
及
的
に
蹟
大
せ
し
め
る
事
で
あ
る
。

の
時
間
の
短
縮
の
問
題
や
、
一
般
勢
働
者
の
停
年
制
の
貨
施
の
提
唱
の
如
き
、
頗
る
庚
汎
な
る
問
題
が
研
究
3

れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

勘
止
日
及
決
議
案

乙
れ
が
待
め
に
は
年
少
失
業
者

。）
以
上
は
本
年
の
弊
働
組
合
の
議
題
で
あ
っ
カ
年
少
者
失
業
問
題
の
内
容
の
概
況
で
あ
る
が
、
突
に
、
組
合
は

て
採
課
さ
れ
た
勧
告
及
び
決
議
案
の
概
要
並
叫
に
項
目
の
み
を
列
記
し
℃
見
ょ
う
。

年
少
者
失
業
－
一
関
ス
U
Y

勘
止
口

糟
曾
ハ

失
業
状
蕗
ガ
仲
間
然
ト
ジ
テ
纏
韻
シ
、
区
非
任
意
的
無
謂
－
一
侠
リ
口
同
性
ガ
損
ハ
レ
職
業
上
ノ
技
能
ガ
減
損
セ
ラ
ル
ベ
キ
多
数
ノ
年
少
者
一
一
封

y
影
響
ヲ
及
ボ
シ
延
ヒ
デ
ハ
、
園
民
ノ
将
来
ノ
護
展
ヲ
脅
カ
ス
二
至
ル
ベ
キ
ユ
鑑
ミ
、
各
締
盟
困
ハ
左
記
ノ
原
則
ヲ
趨
用
シ

R
Y右
原
則
ヲ

歯
周
セ
シ
程
度
及
方
法
ヲ
記
載
セ
ル
報
告
書
ヲ
間
際
努
働
一
事
務
局
－
－
提
出
ス
ペ
キ
コ
ト
ヲ
勧
告
ス

論

v

年
少
者
失
業
問
題
と
労
働
樫
の
再
検
討

九
五

書室

この勧告及決議案の正文の会言撃に付ては第十九回図際JJ｝働線合成況〈社合局〉二二

真一三Q頁参照

8) 



商

尊重

論

議

第
十
三
裁

九
六

一
、
卒
業
年
齢
、
努
務
一
一
就
キ
得
ル
最
低
年
齢
、

一
般
教
育
及
職
業
教
育
ハ
十
五
係
）

一
一
、
年
少
失
業
者
ノ
鱈
ノ
娯
楽
及
社
合
同
施
設
（
二
僚
）

、
職
業
園
慌
及
私
ノ
国
鰻
－
一
佼
ル
措
置
ハ
一
時
）

四
、
特
別
授
産
場
ハ
十
六
傍
）

五
、
失
業
年
少
者
ノ
鴛
ノ
特
別
公
共
事
業
（
一
僚
〉

六
、
職
業
相
介
及
普
通
ノ
勢
務
－
一
野
λ

ル
就
職
場
Y
開
拓
ハ
入
僚
V

七
、
統
計
（
四
係
）

決
議

‘、J

一
、
線
曾
ハ
、
年
少
者
問
題
ヲ
審
議
シ
旦
各
閑
政
府
ガ
特
－
一
、
イ
最
低
義
務
教
育
年
齢
－
一
シ
テ
且
務
務
－
一
就
キ
得
ル
最
低
年
齢
ヲ
十
五
蔵

fsk 

＼ノ

ト
定
ム
ル
コ
ト

rw専
門
教
育
ヲ
夜
連
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
公
ノ
職
業
紹
介
所
－
一
附
麗
セ
ル
叉
ヱ
ム
ト
協
力
ス
ル
職
業
指
導
機
闘
ヲ
設

f
L
 

雷
ス
ル
コ
ト
。
以
上
ヲ
包
合
ス
ル
若
干
ノ
措
置
ヲ
歯
周
ス
ル
コ
ト
ヲ
勧
告
ジ
タ
ル
上
、
且
定
等
ノ
措
置
ハ
年
少
失
業
者
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
一
切

ノ
年
少
努
働
者
一
一
関
係
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
思
惟
シ
、
近
キ
将
来
ノ
線
曾
一
一
左
記
ヲ
上
程
ス
ル
ノ
可
否
ヲ
緊
急
－
一
容
議
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
理
事

曾
ニ
要
求
ス

(1) 

一
九
一
九
年
、
一
九
二

O
年
、
一
九
一
一
一
年
、
一
九
三
二
年
ニ
採
躍
セ
ラ
レ
タ
ル
児
童
ノ
最
低
年
齢
ニ
闘
ス
ル
諸
燦
約
内
－
一
規

定
セ
ラ
ル
、
十
四
議
ノ
年
齢
ヲ
十
五
歳
－
一
引
上
グ
ル
目
的
ヲ
以
テ
右
ノ
諮
僚
約
ヲ
改
正
ス
ル
件

(2) 

年
少
努
働
者
ノ
職
業
指
導
、
徒
弟
制
度
及
率
門
教
育
ノ
問
題

二
、
三
、
円
略
）

ハ
註
一
〉

就
業
の
最
低
年
齢
に
闘
す
る
間
際
能
的
は
一
九
一
九
年
の
工
業
、
一
九
二

O
年
の
海
運
業
、
一
九
一
一
一
年
の
火
夫
就
業
、
同
年

の
農
業
一
九
三
二
年
の
非
産
業
部
門
の
五
つ
あ
る
。
前
回
者
の
係
耐
に
就
て
は
我
園
は
批
准
を
完
了
し
之
居
る
。



（
註
二
υ
義
務
教
育
の
年
齢
を
延
長
す
可
し
と
の
問
題
は
委
員
舎
に
於
て
相
蛍
な
反
針
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
一
般
教
育
に
闘
す
る

問
題
を
国
際
勢
働
機
闘
が
取
扱
ひ
得
る
権
能
ゅ
の
り
や
否
や
の
疑
問
に
付
て
ピ
あ
っ
て
、
瑞
回
政
府
代
表
が
反
釣
を
主
張
し
、
和

蘭
初
め
多
く
の
政
府
代
表
の
支
持
を
得
た
が
、
結
呆
多
数
決
に
て
可
決
、
決
定
を
一
九
る
に
至
っ
た
Q

五

勢
働
棒
読
の
概
要

・
勢
働
植
は
、
十
九
世
紀
の
中
葉
、
欧
洲
、
殊
に
傭
闘
に
於
て
論
議
さ
れ
た
法
律
上
の
主
張
で
あ
る
が
、
今
世

紀
の
初
頭
に
至
っ
て
、
英
闘
に
於
て
勢
働
権
法
案
と
な
っ
て
復
活
し
、
後
、
強
制
的
失
業
保
険
の
思
想
的
根
基

J
1

曽口
を
な
す
に
至
っ
た
所
の
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
勢
働
擢
と
は
何
で
あ
る
か
。

向
。
『

Z

F
ぎ
号
）

請
求
す
る
所
の
権
利
」
を
指
稿
す
る
も
の
で
あ
る
。

乙
、
民
勢
働
権
（
む
き
宮

2
4『守

HH2宮

九
日
『
す

F
H
Hぽ
宮

と
云
ふ
は
、
「
失
業
者
が
勢
銀
を
件
ふ
所
の
勢
働
を
岡
家
に

そ
の
第
一
の
主
張
者
は
、
傭
固
に
於
℃
は
、

ア
リ
ノ
エ

I

（（）宮己
g
吋
。
日
日

2
・
ロ
芯
i
】
∞
∞
叶
〉
で
あ
っ
て
、
次

で
ヨ
ン
ジ
デ
ラ
シ
（
J
1
目
立
。
『
。
。
出
回
日
仏
市

E
E・同∞。∞｜］｛∞。
ω
）
Y
イ・プ－アン（岡、。口町田出】阿世間。・

HMWH］｛
1H∞∞
ω）
プ

y

ー
ド
ン
（
町
宮
正

r
c
p
Z
S
H∞
窓
）
に
よ
っ
℃
説
迷
3
れ
た
の
で
あ
る
。
捕
逸
に
於
て
は
、
最
初
に
フ
イ
ヒ
ア

（
E
o
r
z・
口

S
I
Z
E〉
に
よ
っ
て
主
張
せ
ら
れ
た
の
で
あ
b
、
英
闘
に
於
℃
は
、
恐
ら
く
オ
ー
ク
エ
ン
（
同
与
の
ユ

を
以
て
最
初
の
人
で
あ
る
と
見
る
事
、
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
岡
家
の
憲
法
に

C
4
2
P
J
戸、コ
H1H∞ω
∞〉

論

議

年
少
者
失
業
問
題
正
努
働
柑
慌
の
再
検
討

九
七

努働権の詳細に付ては松岡均卒博士努働権設がある。宮崎教授-it五年論文集五八

五頁一六七悶頁。

9) 



前

戸工
才一‘

論

君主

第

十

三

競

九
A 

於
て
、

h

明
白
に
勢
働
擢
を
規
定
せ
る
も
の
と
し
℃
は
、

八
四
八
年
の
備
園
侵
政
府
白
、
命
令
を
あ
げ
る
事
が
出

来
る
。
只
、
州
労
働
穫
に
似
た
る
思
想
例
へ
ば
園
民
の
生
存
権
を
堤
定
せ
る
も
の
と
し
て
、
は
、

一
七
九
一
年
或
は

一
七
九
三
年
の
偶
因
憲
法
、

一
七
九
四
年
の
普
岡
憲
法
が
あ
る
。
又
法
案
と
し

τ勢
働
権
を
、
植
利
と
し
℃
認

め
λ
と
し
た
も
の
に
は
、
英
国
の
マ
ク
ド
ナ
Y
ド
の
提
案
に
か
」
る
一
九

O
八
年
の
失
業
者
法
案

（
、
門

F
O

ロロ
j

3
1
4
a
司
自
Hggu世
田
口
〉
、
ス
イ
λ

の
憲
法
修
正
案
と
し
て
枇
合
黛
の
提
案
に
か
、
る
一
八
九
二
年
の
「
十

分
の
報
酬
あ
る
勢
働
比
針
す
る
権
利
」
法
案
、
が
あ
る
。
濁
逸
に
於
て
は
、

一
八
八
四
年
ピ
ス

7
Y
ク
が
勢
働
擢

に
賛
意
を
表
す
る
旨
を
、
議
舎
に

τ公
に
せ
る
を
導
火
線
と
し

τ、
枇
曾
黛
よ
A
Y
州
労
働
擢
貫
施
の
法
案
の
提
出

が
要
求
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
。

d

以
上
は
、
勢
働
擢
の
意
義
及
び
そ
の
沿
革
の
大
要
で
あ
る
J

勿
論
本
小
論
は
持

働
擦
の
起
源
、
沿
革
及
伏
去
の
詳
細
な
説
明
主
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
以
下
年
少
者
失
業
封
一
策
の
一

つ
の
理
想
案
と
し
て
、
枇
労
働
確
を
臨
服
用
せ
ん
と
す
る
所
説
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
閥
係
上
、
之
、
に
、
簡
単
に

勢
働
躍
の
始
姐
と
も
見
る
乙
と
の
出
来
ろ
ア
官
ノ
エ
の
所
論
及
び
こ
れ
を
賀
行
せ
ん
と
し
究
コ
ン
シ
デ
ラ
シ
の
所

設
を
略
述
し
、
突
で
一
八
四
八
年
の
悌
図
位
政
府
の
勢
働
躍
に
閲
す
る
命
令
を
紹
介
す
る
事
に
す
る
。

フ
ヲ
エ
は
、
偽
閣
に
於
け
る
所
謂
空
想
的
一
位
曾
主
義
者
ー
と
し
℃
有
名
な
る
人
で
あ
る
。
彼
の
空
想
に
な
る
児

想
枇
曾
は
、
恐
る
可

3
荒
唐
無
稽
の
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
彼
の
羽
代
一
枇
合
、
に
劃
す
る
峻
最
左
批
評
は
、
之
氏

反
し
て
、
時
撃
に
適
中
し
℃
居
る
と
見
る
と
と
が
出
来
る
。
殊
に
私
有
財
産
制
と
契
約
自
由
の
原
則
の
上
に
築



か
れ
た
文
明
世
命
日
の
本
質
を
批
評
し
、
勢
働
権
を
樹
立
し
た
る
事
貨
は
彼
の
大
な
る
功
蹟
で
あ
る
と
云
は
ね
ば

な
ら
な
い
。
彼
の
勢
働
躍
は
宇
宙
統
一
論

2
F含
Z
O
L
o

－－E
ま

E山

4
2窓口。・

HSN）
に
明
白
に
論
述
さ
れ

て
居
る
。
被
は
と
の
権
利
を
、
人
類
が
自
然
に
享
有
し
得
た
擢
利
の
代
償
と
し
て
認
め
ん
と
す
る
の
で
あ
あ
。

然
ら
ば
、
所
謂
彼
の
肖
然
棋
と
は
何
で
あ
る
か
。
ぞ
れ
は

六
、
安
逸
の
搭

一
、
果
賓
採
取
催

二
、
拍
魚
の
搭

九
、
狩
楓

の
擢

四
、
牧
蓄
の
権

玉
、
国
結
の
擢

七
、
盗
一
取
の
擢
（
！
）
乙
れ
で
あ
る
。
此
等
の
自

然
搭
民
よ
っ
て
人
類
は
生
活
の
資
源
を
白
然
に
求
め
そ
の
生
を
全
う
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
所
謂
文
明
世
命
H

に

於
て
は
最
大
多
数
の
大
冷
は
此
等
の
権
利
を
喪
失
せ
し
め
ら
る
＼
に
至
っ
た
。
故
に
現
代
文
明
世
合
は
、
彼
等

に
此
等
の
擢
利
に
代
る
に
、

こ
れ
と
同
一
の
賓
質
あ
る
生
活
資
料
獲
得
の
方
法
で
あ
る
勢
働
躍
を
確
認
す
可
さ

で
あ
与
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
の
所
論
は
、
後
に
コ
ン
ジ
デ
ラ
シ
が
勢
働
権
を
以
て
、
所
有
権
に
到
す
る
不

可
換
僚
件

2
0
E
E
C即

日
同
区

ρ
5
き
と

で
あ
る
と
な
し
、
所
有
権
を
合
法
的
な
ら
し
む
る
唯
一
の
保
件
で
あ

る
と
叫
一
ば
し
む
る
に
至
っ
た
根
基
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

コ
ン
ジ
デ
ラ
シ
は
そ
の
名
著
所
有
権
及
勢
働
権
論

（
時
r
f
H
M
O
L
Z
F
C宮
皆

同

vg有
志
b
Z
L
Z
仏

2
日
け
さ
可
毛
色
）
に
於
て
、
フ

P
エ
の
勢
一
働
権
の
所
設
を
よ

、、，J

b
明
白
に
述
べ
て
居
る
。
彼
の
所
論
の
出
議
黙
は
、
一
人
が
こ
の
世
に
生
を
享
く
る
以
上
i

殺
は
生
存
し
行
く

／
｛
＼
 

＼
B

，d 

の
擢
利
が
あ
る
事
二
乙
れ
が
矯
め
に
太
古
よ

b
人
は
自
然
の
工
場
と
も
見
る
事
が
出
来
る
土
地
を
以
て
そ
の

f
l＼
 

生
活
費
源
の
母
と
な
し
来
っ
て
を
っ
た
事
の
二
つ
の
勤
に
あ
る
。
然
る
に
文
明
世
舎
に
於
て
は
、
土
地
の
個
人

論

叢

一
一
少
者
失
業
問
題
と
柑
労
働
惜
艇
の
再
検
討

九
九



商

建主

論

業

第
十
一
一
一
勝

一0
0

的
所
有
権
が
無
制
限
に
認
め
ら
る
k
に
至
っ
た
矯
に
、
人
類
の
土
地
代
針
す
る
原
始
的
勢
働
を
な
す
の
穫
は
夫

は
る
、
に
至
っ
た
。
然
つ
℃
か
、
る
岡
家
枇
舎
は
、
乙
れ
に
代
る
に
勢
働
擢
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
乙
そ

所
有
権
を
A
口
躍
的
な
ら
し
む
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
共
に
、
又
最
も
賢
明
の
方
法
で
あ
る
。
若
し
乙
れ
を
認

め
、
ぎ
る
に
於
て
は
、
勢
働
能
力
主
持
働
意
思
あ
っ
て
、
し
か
も
勢
働
機
舎
を
得
る
こ
と
能
は
ず
、
矯
め
に
明
日

の
食
に
窮
す
る
多
く
の
者
は
、
還
に
枇
命
日
改
革
を
企
て
文
明
粧
舎
の
基
礎
を
危
よ
く
す
る
に
至
る
で
あ
ら
ラ
。

故
民
有
℃
る
者
と
有
力
ゴ
る
者
と
の
闘
雫
を
避
け
し
む
る
唯
一
の
手
段
、
方
法
は
唯
、
勢
働
権
の
確
立
に
あ
b

と
云
ム
可
き
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

猶
、
航
労
働
躍
を
生
存
権
へ
註
ご
の
必
然
の
結
呆
と
し
て
認
め
た
Y
イ
・
プ
ラ
シ
の
所
設
（
（
）
『
m
s
u
p昨
日
露
合

叶

5
4笹
山
・
］
∞
h
H（
）
）

は
、
峨
労
働
催
確
認
の
必
要
を
一
一
層
強
く
説
明
せ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
、
大

略
、
乙
れ
を
次
の
様
に
説
明
し
て
居
る
．
「
現
に
衣
食
住
の
資
を
有
せ
ざ
る
不
幸
な
る
勢
働
者
は
日
く
余
は
雨
腕

を
有
す
。
余
は
理
性
を
有
す
。
余
は
勢
働
力
を
有
す
。
余
は
向
年
齢
を
有
す
。
余
は
凡
℃
是
等
の
も
の
を
提
供
す
べ

プ
ロ
レ
タ
リ
ア

け
れ
ば
余
に
一
片
の
バ
ン
を
輿
へ
よ
と
。
今
日
の
無
資
産
者
の
求
U
る
所
は
賞
に
之
に
過
ぎ
ぎ
る
の
み
。
然
る

に
社
曾
は
彼
等
に
答
へ
て
日
く
。
汝
等
に
血
一
ふ
る
の
勢
働
な
し
と
。
此
の
如
く
ば
勢
働
者
は
此
際
何
を
錯
す
べ

3
ゃ
。
五
日
人
は
彼
等
に
勢
働
擢
を
奥
へ
ぎ
る
可
ら
ず
。
正
義
の
上
よ
b
云
へ
ば
之
を
以
℃
足
れ
ら
と
す
可
ら
ぎ

る
は
言
を
侯
た
ず
。
被
の
友
愛
の
理
想
に
遣
す
る
に
は
儲
末
、
先
遼
遠
在
b
。
然
れ
ど
も
之
に
依
っ
て
最
恐
る
ベ



き
危
険
を
避
く
る
こ
と
を
得
る
な

b
」
と
。

而
し
て
一
八
四
八
年
二
月
、
悌
闘
偲
政
府
は
、
途
に
、
此
等
の
所
設
を
思
想
的
な
根
基
と
し
て
、
突
の
様
な

「
般
政
府
川
、

勢
働
ニ
ヨ
η
ノ
ア
勢
働
者
ノ
生
存
ヲ
保
障
ス
U
Y

コ

宣
言
を
在
す
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

ト
ヲ
約
ス
。
般
政
府
川
、
総
ア
ノ
人
民
－
一
針
ジ
勢
働
ヲ
保
障
ス

Y

コ
ト
ヲ
約
ス
。
」
云
lr
と
。
而
し
て
、

之
の
結

果
は
所
謂
園
民
勢
働
場
（
そ
。
一
円
。

2
5
ュ8
2凶
）
の
設
置
と
な
る
に
至

b
、
ひ
い
て
同
年
の
憲
法
草
案
に
、
「
勢

働
権
ト
A

各
人
ノ
有
ス

Y
搭
利
ニ
シ
ア
勢
働
－
一
ヨ
リ
ア
生
活
ス

Y

ノ
擢
利
ナ
η
ノ
。
」
と
の
一
僚
を
見
る
に
至
っ
た

こ
の
岡
氏
勢
働
場
は
失
敗
に
終
b
、

の
で
あ
る
。
而
も
、

乙
の
憲
法
草
案
は
文
字
遁
b
一
つ
の
草
案
た
る
に
止

ま
っ
た
ば
か
b
で
君
く
、
プ

Y

I
ド
ン
も
、
州
労
働
権
を
以
て
、
勢
働
者
が
、
各
自
、
勢
働
を
同
家
に
求
む
る
の

権
利
で
あ
る
と
云
よ
意
味
な
ら
ば
、
そ
れ
は
到
底
賓
行
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

爾
来
、
勢
働
権
設
は
、
あ
ま
h
、
世
人
に
留
意
せ
ら
れ
ざ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
．
然
れ
ど
も
、
上
連
の
捗
働

躍
の
思
想
に
は
、

一
面
の
異
聞
が
あ
る
。
今
、
勢
働
権
の
主
張
を
、
例
へ
ば
、
マ

Y
サ
ス
（
問
。
一
才
三
］
H
p
r
F
5・

ロO
O

H

∞ω品
〉
の
所
説
、
「
慨
に
占
有
せ
ら
れ
了
b
た
る
世
界
に
生
る
、
者
に
し
て
、
若
七
そ
の
生
存
の
手
段
を

扶
養
の
義
務
あ
る
親
族
綜
者
よ
h
特
る
こ
と
能
は
ず
、
又
自
己
の
勢
働
に
よ
っ
て
も
見
出
し
得
、
ざ
る
時
は
、
彼

は
喜
も
柴
養
を
要
求
す
る
権
利
を
有
せ
ず
、
事
責
上
彼
は
此
世
界
に
於
い

τ過
剰
な
る
者
で
あ
る
。
自
然
の
大

饗
宴
に
於
い
て
は
彼
の
矯
に
全
く
食
器
が
具
へ
ら
れ
な
い
。
自
然
は
彼
に
退
席
を
命
じ
、
且
つ
此
命
令
を
設
行

言命

議

年
少
者
失
業
問
題
、
と
柑
労
働
纏
の
再
検
討

。

前掲松岡博士勢働擢説 631-632頁。10) 
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猿

す
る
に
寸
毒
も
偲
借
し
な
い
」
云
冷
の
一
句
、
乃
至
η
ノ
カ

Y
ド
I

（
町
当
日
仏

E
S
E
0・
H叶芯
1
H
S
3

論

叢

一O
一

の
所
謂

「
賃
銀
銭
則
」
の
所
論
と
封
比
す
る
場
合
に
、
今
日
、
吾
々
の
い
だ
く
一
枇
命
日
正
義
観
は
、

い
ず
れ
の
所
論
を
正
な

b
と
な
す
で
あ
ら
う
か
。
現
今
、
欧
米
の
多
く
の
図
冷
に
於
て
、
貫
施
さ
れ
て
居
る
一
枇
命
日
保
険
等
は
、
買
に
直

接
、
間
接
に
、
勢
働
権
誌
の
思
想
に
影
響
3
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
事
を
吾
々
は
否
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
－

7
Y
サ
ス
、

η
ノ
カ

Y
ド
ー
を
生
ん
だ
英
闘
に
於

τ、
前
述
の
如
く
一
九
O
八
年
に
、
勢
働
者
が
勢
働
の
給
奥
を

闘
家
に
請
求
す
る
の
権
利
と
、
之
に
封
す
る
岡
家
の
義
務
と
を
明
確
に
規
定
し
た
所
の
失
業
者
法
案
が
議
曾
に

提
出
3
れ
、
次
で
一
九
一
一
年
に
は
強
制
失
業
保
険
法
が
制
定
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
事
買
を
見
る
時
、
吾
Lr
は

誠
に
今
昔
の
戚
に
た
え
な
い
の
で
あ
る
。

誠
に
勢
働
躍
の
所
説
中
に
は
、
吾
冷
の
正
義
観
を
満
足
せ
し
む
る
に
足
る
一
面
の
異
理
が
存
在
し
て
居
る
の

u

で
あ
ιリ
、
従
つ
℃
若
し
勢
働
植
の
宜
現
が
杢
障
と
し

τ、
勤
勢
階
級
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
と
す
る
一
な
ら

ハ
ば
、
そ
の
精
紳
に
則
L
Y
て
、
特
殊
の
勤
勢
階
級
の
失
業
に
劃
し
て
、
買
施
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
再

p

検
討
す
る
の
必
要
が
あ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ヲ
」
れ
、
年
少
者
失
業
に
卦
し
て
、
勢
働
権
の
趨
用
が
今
日

主
張
せ
ら
る
る
に
至
っ
た
主
要
な
理
由
で
あ
る
と
共
に
、
叉
、
前
述
の
闘
際
勢
働
機
闘
に
於
て
採
聾
さ
れ
た
勧

告
が
、
甚
充
緩
和
せ
ら
れ
た
形
で
は
あ
る
が
、
特
に
年
少
失
業
者
に
附
労
働
の
機
舎
を
獲
得
せ
し
む
る
魚
に
綿
ゆ

る
方
法
を
規
定
し
た
理
由
で
も
あ
る
と
若
察
し
得
る
究
第
で
あ
る
。

シユタイン原著社合思想史、協調合課並びに王室行310頁11) 
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U

生
存
権
と
は
、
人
が
枇
曾
に
存
ず
る
事
賞
、
か
ら
、
生
存
に
必
要
な
資
料
を
社
曾
に
請
求
し
得
る
模
利
あ
り
と
な
す
所
設
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
ル
ソ
ー
の
所
謂
天
賦
人
樫
訟
に
暴
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
が
「
線
て
の
人
は
、
各
自
に
必
認
で
あ
る
所

の
も
の
に
付
て
、
同
然
的
に
、
穣
利
を
享
有
す
る
」
と
、
そ
の
枇
命
品
目
約
訟
に
誘
い
て
民
る

0
2・
h
－

HW8mE富
山
守
口
片
岡
弘

吉
弘
円
L
U
H
U
町－
U

年
少
者
失
業
針
策
と
し
て
の
労
働
権
の
検
討

上
述
し
た
所
は
、
守
勢
働
権
の
概
設
で
あ
る
一
戎
に
吾
冷
は
、
か
k

、
る
州
労
働
擢
が
如
何
に
年
少
者
失
業
問
題
に

闘
し
℃
再
生
す
る
に
至
っ
た
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
鴬
に
は
、
大
睡
、
共
の
様
な
事
項
が
承
認
詰
る
、
事
が
必
要
で
あ
る
。
却
も
一
’
年
少
者
失
業
問
題
の

重
要
性
と
そ
の
特
殊
性
と
が
確
認
せ
ら
る
、
事
。
二
即
ち
、
年
少
者
失
業
は
、
闘
家
枇
舎
に
と
っ

τ望
ま
し
い

も
の
で
な
い
と
云
ふ
事
。
主
故
に
一
般
的
失
業
の
原
岡
並
引
に
救
済
と
一
五
ふ
が
如

3
困
難
玄
根
本
的
問
題
を
は

攻
れ
℃
、
年
少
者
失
業
問
題
が
現
賞
に
解
決
3
れ
－
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
認
詰
る
る
事
。
四
年
少
者
｜
｜
特

に
十
六
歳
未
満
の
年
少
者
ー
を
生
活
の
魚
に
勢
働
に
従
事
せ
し
む
る
と
云
ふ
事
が
枇
曾
会
躍
の
鶴
来
に
付
て
望

ま
し

3
も
の
に
あ
ら
ず
と
の
所
論
は
、
賞
際
上
無
産
階
級
に
と
っ

τは
、
畢
一
克
、
空
盟
空
論
に
過
ぎ
ゴ
る
も
の

ーj

で
あ
る
と
云
ふ
事
。
五
醤
来
の
勢
働
棒
読
は
、
そ
の
貫
行
が
よ
し
現
賓
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
し

τも
、
そ
の

／
［
＼
 

所
設
の
一
部
に
は
、
吾
々
の
正
義
観
を
満
足
せ
し
む
る
も
の
が
あ
b
、
吾
A
N

の
倫
理
道
徳
観
、
枇
曾
的
義
慣
の

諭

設

年
少
者
失
業
問
題
と
努
働
纏
の
再
検
討

一O
＝一
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号主

言命

叢

第

十

三

貌

一O
四

奥
底
に
は
勢
働
は
隼
重
3
ろ
可
き
も
の
で
あ
る
と
云
ム
思
想
が
流
れ
て
居
b
、
従
っ
て
枇
労
働
意
思
と
勢
働
能
力

あ
る
者
に
は
、
勢
働
が
奥
へ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
の
生
活
を
可
能
な
ら
し
む
可
き
で
あ
る
と
云
ム
事
。

以
上
の
五
つ
の
事
項
が
承
認
さ
る
、
事
が
必
要
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
年
少
者
失
業
に
卦
し
て
勢
働
植
の
主
張
は

如
何
に
認
め
ら
る
可
き
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
概
要
は
、
共
の
如
く
で
あ
る
。

＼、J
d

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

↑
勢
働
権
は
、
男
子
の
年
少
失
業
者
に
付
て
の
み
認
め
ら
る
い

V
げ
ず

r
f
J
女
子
年
少
失
業
者
を
除
外

し
た
理
由
は
、
年
少
の
女
子
た
る
身
砕
か
ら
考
察
せ
ら
れ
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
女
子
は
、
結
婚
し
て

家
庭
の
人
と
な
る
事
が
、
女
子
本
来
の
使
命
で
あ
b
、
又
そ
れ
が
最
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
一
般
に
考
へ

ら
る
L
が
故
で
あ
る
。

＼－
B
ノに

然
ら
ば
、
如
何
に
し
て
年
少
失
業
者
は
、
勢
働
一
植
を
行
使
す
る
か
。
賓
際
、
乙
れ
に
は
多
く
の
困
難
な

問
題
が
随
伴
す
る
。
職
業
紹
介
所
へ
の
整
録
の
方
法
に
よ
る
事
も
可
能
で
あ
る
が
、
最
も
望
ま
し
き
も
の
と
し

て
は
、
義
務
教
育
の
課
程
修
了
後
直
ち
に
就
業
せ
ん
と
す
る
者
に
し
て
、
彼
自
身
或
は
そ
の
家
族
、
知
人
の
紹

介
等
に
て
勢
働
の
機
舎
を
得
る
乙
と
能
は
ぎ
L

リ
し
場
合
に
は
、
皐
枝
に
於
て
此
等
の
不
就
業
者
リ
ス
ト
を
作
製

し
乙
れ
が
登
録
を
園
家
乃
至
市
町
村
に
通
告
す
る
事
。

一
い
一
上
述
と
大
韓
同
一
の
方
法
を
以
て
、
義
務
教
育
以
土
の
皐
校
を
修
業
せ
し
者
の
不
就
業
者
リ
ス
ト
を
作

製
、
登
録
せ
し
む
る
事
。



四
び
市
町
村
自
治
瞳
民
、
趨
営
な
ス
笠
間
的
に
統
制
あ
る
年
少
者
中
央
職
業
紹
介
局
を
設
置
す
る
事

ほ
登
録
者
に
は
、
失
業
登
録
後
六
ヶ
月
を
経
過
し
た
る
時
は
、
必
ず
勢
働
の
樵
舎
を
特
せ
し
む
る
事
。
こ

の
目
的
の
矯
め
に
、
就
業
機
曾
を
見
出
す
事
の
不
可
能
な
る
場
合
を
諜
見
し
℃
、
昨
日
都
配
、
」
智
WJ
中町

r皆
勤
市

場
を
創
設
す
る
必
要
あ
る
事
。
こ
の
図
立
産
業
場
の
創
設
を
以

τ、
か
つ
℃
、
悌
闘
に
於
℃
失
敗
の
経
験
あ
る

か
く
し
℃
登
録
を
受
け
た
る
不
就
業
年
少
者
の
震
に
、
勢
働
の
機
舎
を
児
出
す
機
関
と
し

τ、
岡
家
及

岡
氏
勢
働
場
の
撤
を
よ
む
も
り
で
あ
A
Y
、
貴
行
不
可
能
の
も
の
な

b
と
し
℃
、
反
卦
す
る
論
者
も
あ
る
。
然
し
な

が
ら
、
前
述
の
悌
闘
の
閤
民
枇
労
働
場
の
失
敗
は
、
杢
失
業
者
の
矯
に
す
る
勢
働
場
で
あ
っ
た
の
と
、
そ
の
組
織

宜
し
君
主
得
、
3
bし
が
母
め
で
あ
っ
た
に
外
な
ら
な
い
。
然
る
に
、
乙
、
に
謂
ふ
関
立
産
業
場
は
、
男
子
の
年

少
失
業
者
の
み
の
矯
で
あ
ら

J

、
且
、
そ
の
総
数
も
、
前
述
の
如
く
、
世
界
を
通
し
て
、
約
三
百
高
内
外
（
啓
一
年

少
失
業
者
数
を
六
百
寓
と
し
、
そ
の
半
数
を
女
子
と
計
算
す
〉
君
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
設
立
を
失
業
救
演
の
魚

め
の
公
共
事
業
の
一
種
目
と
し
て
、
計
童
す
る
乙
と
は
、
決
し

τ不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
か
h
h

る
公
共
事
業
は
、
第
一
に
は
、
そ
の
事
業
が
頗
る
大
規
模
だ
る
を
必
要
と
す
る
事
。
（
例
へ
ば
北
米
に
て
は
十
五

信
ド
Y
が
十
五
ヶ
月
間
に
費
消
遣
れ
た
）
第
二
に
、
公
共
事
業
は
公
債
に
よ
る
事
が
望
全
し
い
も
の
で
あ
る
事
。

第
三
に
、
そ
れ
が
、
多
分
に
、
イ
ン
プ

ν

I

ジ
ヲ
ン
政
策
に
随
伴
し
て
行
は
る
L
事
を
必
要
と
ヨ
れ
て
居
る
の

で
あ
る
．
従
っ
て
、
か
」
る
大
規
模
の
会
共
事
業
の
一
種
目
と
し
て
、
園
立
農
業
場
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ

年
少
者
失
業
問
題
と
柑
労
働
縫
の
再
検
討

言命

雪空

一O
五

12) 失業救済としての公共事業の詳細に＃ては図際努働局東京支局愛行 1935年の局

長報告書 45-49頁参照
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血
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叢

第
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三

披

一O六

の
設
置
は
、
困
難
で
あ
る
と
は
云
ふ
事
を
特
な
い
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
内
容
を
如
何
に
す
る
か
の
鈷
に

存
す
v
Q
o
Z
L
に
は
そ
の
詳
設
を
避
付
、
口
ハ
、
三
れ
は
閑
情
に
随
口
、
官
情
に
却
し
て
そ
の
内
容
が
定
め
ら
る

～
外
な
い
事
を
一
言
す
る
に
止
め
る
。

日～a
整
録
よ
b
開
立
産
業
場
に
就
業
す
る
ま
で
の
期
聞
を
六
ヶ
丹
と
な
し
、
こ
の
期
間
中
比
開
立
中
央
年
少

／
｛
＼
、

者
職
業
紹
介
所
は
求
職
者
に
越
す
る
就
業
口
を
紹
介
し
特
る
様
努
力
す
る
事
。
但
し
こ
の
六
ヶ
月
の
期
間
中
は

求
職
者
の
希
望
に
よ
h
拭
労
働
ホ
ー
ム
乃
至
カ
ン
プ
に
入
る
事
を
符
せ
し
む
る
事
。

年
少
失
業
者
の
勢
働
擢
行
使
の
方
法
は
大
略
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
と
れ
が
賀
行
に
は

車
校
（
義
務
教
育
よ
λ

リ
最
高
皐
府
た
る
大
串
ま
で
）
に
於
け
る
就
業
事
務
取
扱
と
岡
家
乃
豆
地
方
自
治
関
に
於

け
る
職
業
紹
介
所
の
完
全
せ
る
統
制
と
聯
絡
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
は
、
之
、
、
に
夏
め
て
説
明
す
る

ま
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
は
最
も
緊
要
の
事
で
あ
る
。

l i 

士
、
我
圏
、
現
下
の
年
少
者
失
業
問
題

我
園
1

現
下
の
年
少
者
失
業
、
が
如
何
な
る
賦
態
に
あ
る
か
を
、
之
、
、
に
簡
阜
に
略
逮
し

τみ
る
。

二
十
歳
以
下
の
失
業
者
に
就
て
は
、
す
で
に
、
前
述
し
た
所
で
あ
る
、
が
、
今
失
業
を
一
般
的
に
見
る
な
ら
ば

我
園
は
、
最
近
、
、
幸
記
し
て
1

世
界
一
無
比
な
る
高
水
準
の
就
業
獄
態
を
維
持
し
っ
、
あ
る
現
況
比
あ
ふ
。
が
然

13) .日本の就業）!k髭2えて戸外岡止の比絞等Iて付ては、前掲局長報告警 14--16頁



し
、
我
闘
の
人
口
は
、
毎
年
百
高
に
近
い
自
然
増
加
を
一
不
し
、
加
ふ
る
に
そ
の
本
土
は
、
天
然
費
一
山
氏
古
川
’
ま
れ

て
居
な
わ
の
で
あ
る
。
之
れ
が
封
策
は
移
植
民
と
工
業
立
岡
に
よ
る
以
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
方
に

勢
働
者
移
住
は
ほ
と
ん
ど
困
難
な
る
現
況
で
あ
b
、
他
方
に
多
く
の
図
冷
に
よ
る
関
税
障
壁
等
は
我
闘
輸
出
貿

易
の
将
来
に
如
何
な
る
重
大
な
影
響
を
奥
ふ
る
に
至
る
可

3
か
を
珠
想
し
符
な
い
現
状
に
あ
る
の
で
あ
る
。
此

等
の
事
情
を
考
慮
す
る
時
、
今
日
の
好
況
（
勿
論
比
較
的
で
は
あ
る
が
〉
並
伐
に
高
水
準
の
就
業
拡
態
を
以

τ

明
日
を
楽
観
す
る
事
は
も
少
し
く
軽
卒
に
失
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
殊
に
年
少
者
の
失
業
に
就
℃
見
る

な
ら
ば
、
統
計
の
不
充
分
な
る
結
果
十
四
歳
以
上
二
十
六
歳
ま
で
の
未
就
業
者
が
幾
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
知

る
こ
と
を
特
攻
い
の
で
は
あ
る
、
が
、
前
掲
の
統
計
に
よ
っ
℃
も
、
十
四
歳
以
上
二
十
歳
未
満
の
失
業
登
録
者
数

の
杢
失
業
者
敢
に
劃
す
る
比
率
は
増
加
し
っ
、
あ
右
現
般
に
あ
る
の
が
明
で
あ
る
。
今
、
大
串
卒
業
者
の
動
向

を
昭
和
八
年
度
丈
部
省
専
門
皐
務
局
の
統
計
に
依
っ
て
見
る
に
、
官
公
私
立
大
串
卒
業
生
総
数
一
三
、
二
五
七

名
ハ
外
に
一
四
名
の
女
子
卒
業
者
あ
b
）
中
就
職
者
総
数
は
六
、
九
九
三
名
（
女
子
五
名
）
で
六
二
六
四
名
、
が
不

就
職
若
と
な
っ
て
居
る
。
又
同
年
の
専
門
皐
校
卒
業
者
の
動
向
ど
見
る
に
、
官
公
判
私
立
専
門
墜
校
卒
業
生
総
数

は
二
］
、
二
八
光
名
（
外
に
三
五
一
名
の
選
科
及
蕗
講
生
及
四
」
ニ
九
九
名
の
女
子
卒
業
生
、
が
あ
る
〉
の
う
ち
就

職
者
は
六
、

O
二
一
名
（
女
子
の
就
職
教
は
一
、
六
一
七
名
）
で
、
不
就
業
者
は
六
、
二
’
六
八
名
と
な
っ
て
居
る
。

従
つ
℃
不
就
業
者
総
数
は
、
三
一
、
五
三
↓
一
名
と
な
る
の
で
あ
る
。
之
の
］
寓
二

T
録
名
が
大
韓
毎
年
の
官
公
私

言億

霊童

年
少
者
失
業
問
題
と
努
働
棋
の
再
検
討

一O
七



i硲

第
十
一
一
一
脆

一O
入

乙
の
不
就
業
者
中
に
は
、
猶
、
卒
業

等主

論

叢

立
大
串
及
専
門
皐
枝
の
不
就
業
者
で
あ
る
と
見
る
事
が
出
来
る
。
勿
論
、

ら
う
が
、

後
も
勉
島
一
帽
を
継
績
す
る
者
も
あ
b
、
或
は
数
ヶ
月
の
後
に
、
次
第
に
、
就
業
の
機
曾
を
得
る
者
も
あ
る
で
は
あ

い
づ
れ
に
し
℃
も
此
等
の
数
字
は
経
済
的
、
吐
曾
簡
に
相
営
重
要
な
る
考
慮
の
は
ら
は
る
可
き
も
の

で
あ
る
事
を
物
語
っ
て
居
る
と
思
よ
。
而
し

τ、
年
少
者
失
業
問
題
の
本
曾
議
に
於
℃
、
吉
阪
政
府
代
表
が
、

ら
う
。

本
問
題
に
付
て
、
衣
の
如
3
説
明
を
3
れ
た
事
は
、
そ
の
重
要
性
を
裏
書
誌
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
得
る
で
あ

「
前
略
、
更
に
五
口
人
は
所
謂
智
的
努
働
者
即
ち
大
串
共
の
他
の
高
等
教
育
機
闘
を
卒
業
し
た
る
者
に
闘
す
る
困
難
た
る
問
題

に
直
面
し
つ
L
あ
り
。
政
府
は
大
島
一
人
皐
者
数
の
制
様
、
職
業
轄
換
の
奨
働
等
の
措
置
に
依
り
此
の
問
題
の
緩
和
の
持
金
力

を
蓋
し
つ
L
あ
り
。
然
れ
ど
も
現
夜
迄
D
所
未
だ
此
の
問
題
の
満
足
た
る
解
決
方
法
は
鷲
見
せ
ら
れ
ざ
る
を
以
て
、
余
は
諸
外

闘
に
於
て
得
ら
れ
た
る
経
験
に
徴
し
本
組
合
よ
り
有
用
た
る
提
案
を
受
け
ん
と
と
を
待
望
し
居
れ
り
・
：
；
・
後
昨
」

衣
に
、
我
閤
小
皐
校
卒
業
児
童
の
就
業
情
況
を
簡
単
に
統
計
に
付
て
見
る
に
次
の
様
で
あ
る
。

小
皐
校
卒
業
児
童
就
業
情
況
調

（
昭
和
七
年
三
月
卒
業
者
－
一
ツ
キ
悶
年
十
月
二
回
現
在
閥
、
一
枇
令
局
調
）

王性別一見直一上級

1
ア

D.i 

業

者

一

一

一
票
引
y

モ
ノ
一
小
｜
計
一
未
就
業
者
一
共

交
差
。
一
一
文
長
一
二
一

0
3一
八
一
一
一
一
三
一
c
一

常尋

ヨh

言｜他

内務省社会局第十九悶・，y;際努働総合概況 19-20工fo14〕



業卒科

女言十

一
、
三富、、
-b 大 4
三回 四
g")ζコ

~四一」ーノ、←－－:ft. ~ 、、
九四
にこコ :Jr... 

一~一二二一

ん －
J、::Ir...、 1・
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-b ニユ

; ~ -b 

- -b 
~・ ニニコム.、
2三プミ

__ii_全一

亡コ Cコ
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:Jr... -b 
.7t.. -
- くこコ

ニニュ ー－ヨ五 三三、、
；一一
I cコ A.

c,.; 三五

前
表
に
よ
っ
て
、
吾
々
は
、
未
就
業
者
及
其
他
を
合
計
し
た
四
一
一
、
八
五
九
名
卸
ち
卒
業
生
全
醐
胞
の
約
一
一
一
%

強
の
も
の
が
上
級
の
串
校
に
も
入
皐
せ
ず
就
業
も
な
苫
ビ
る
朕
態
に
あ
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
乙
の

上
級
入
皐
者
の
約
宇
数
以
上
が
高
等
小
島
十
校
に
入
堕
す
る
事
貫
は
次
表
註
ご
に
よ

b
明
か
で
あ
る
。

小
皐
校
卒
業
児
童
建
皐
情
混
調
（
昭
和
七
年
三
月
卒
業
者
U（

百
分
比
）

一0
0
・0
0

一
J
二
五
八
、
九
四
O
名

等
常
小
皐
校
卒
菜
者
調
教

中

墜

校

高
等
女
皐
校
入
撃
者

四
、
三
七
六

内

語

ノ、

五
ノ、
ノ、

人

入

墜

者

七
九
、

賓
科
高
等
女
皐
校
入
撃
者

高、賓

等、業

士、製
.... 晶、
校、校
入、入

阜、皐

者、者

八、
二、四
七、｝L

o、六
0、六
一、五

一
一
回
、
五
O
七

其 賢
業
補
習
法
一
・
校
入
撃
者他

一
一
一
二
、
六
九

論

帯、

年
少
者
失
業
問
題
と
労
働
犠
の
再
検
討

四
・
六

月
上
・
？
L

『

d
i

－－ノ

0
・一一一

六、
o、三

}L、七

八
・
四

一O
丸
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翠

論

議

第

十

三

猿

一一
O

然
ら
ば
、
寺
常
小
皐
校
卒
業
総
数
の
六
割
飴
を
し
め
る
此
等
高
等
小
皐
校
入
皐
省
の
動
向
は
如
何
、
次
表
は

乙
れ
を
一
明
か
に
し
℃
居
る
。

：科等 E三i
撃退途宇

性
別
一
児
雪
組
数
一
祉
晴
樹
一

1L

:!J} 女ト
i

エニ
μ:!JJ 女，寸i

l

－
－－ロ

七五、歪
O
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一一一足、四一
J
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一一品問、九一穴一

一五、八一口元
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、‘、．、ー、
プ
y
d
f

丸、コ八回
、九五一一
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べ口、九六九↑

午一一一、一宅近
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穴一品、主パ六

べ近、一一一一

一一一
0

．べ七

一古寺九八四一

業

雇
傭
サ
レ
タ
モ
ノ

小
i

者
ー
引
川
一
未
就
業
者

寸ゴ プミミ 4コ、、．
＝＝＝三 ::It.

一一一-b E耳 三主主

一山台、一宮（

四口、六一一品

四七‘七一一

高
四
ーじ
ノ」

四八、三（）玉
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一九一寸一二九一

一さ、四八六

四五百一、七（〕五

、一一七べ
一、六七一
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一（〕
J
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廿
究
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ι

．六回
／九

玉、七
ヨ五
官司

玉、
0

・九
回、口九、一口
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前
表
か
ら
未
就
業
者
及
そ
れ
に
準
ず
可
主
「
其
他
」
を
、
半
途
退
皐
者
及
川
山
卒
業
者
に
付
て
見
る

K
、
そ
の

総
計
戴
は
四
五
、
七
五
二
人
と
な
る
。
乙
れ
を
、
小
皐
校
卒
業
者
の
不
就
業
者
に
加
筆
す
れ
ば
八
八
、
六
一
、
一
名

之
れ
を
寺
常
、
高
等
小
皐
校
卒
業
者
総
敢
に
比
す
れ
ば
僅
少
な
数
字
を
示
す
も
の
左
云

日
得
る
。

と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

乙
れ
が
、
年
少
者
失
業
の
線
曾
に
於
℃
吉
阪
政
府
代
表
を
し
て
、
「
前
略
：
：
：
辛
に
日
本
に
於
℃
は

現
在
の
所
年
少
者
一
（
筆
者
は
乙
れ
を
二
十
歳
未
満
の
も
の
と
解
す
）
中
に
は
失
業
者
殆
ん
ど
な
し
と
一
五
ふ
之
と主P



一立一委
J

護
苦
手
対
日

中
央
職
業
紹
介
事
務
局
の
一
九
三
三
年
度
の
数
字
に
依
れ
ば
求
人
数
は
四
十
一
高
な
る
に
求
職
者
数
は

僅
か
に
二
十
七
高
に
過
ぎ
ぎ
b
き
：
：
：
後
略
。
」
と
一
五
は
し
め
た
所
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
る
。

を
得
、以

上
の
知
く
、
大
串
卒
業
者
の
問
題
を
除
け
ば
量
二
）
、
年
少
者
失
業
問
題
は
我
闘
に
於
て
は
全
く
論
議
の
必

要
を
見
ざ
る
程
の
軽
微
の
問
題
と
し

τ、
外
面
的
に
は
現
は
れ
℃
居
る
。
そ
の
理
由
は
、
家
族
制
度
の
矯
め
に

も
よ
る
の
で
あ
ら
ラ
が
、
又
同
時
に
、
就
業
の
大
部
分
、
が
、
あ
ま
b
望
ま
し

3
も
の
で
な
い
所
謂
「
袋
小
路
式

勢
務
」
（
出
Z
E
S
P
－H41rr）

た
る
と
否
と
を
問
は
ず
し

τ、
就
業
す
る
が
矯
め
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ

る
。
而
し
℃
乙
の
問
題
は
識
者
の
大
い
に
留
意
す
可

3
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

ハ
註
一
）

本
表
は
、
前
表
と
同
様
に
「
文
部
省
青
年
教
育
課
ノ
磁
業
指
導
－
一
闘
ス
ル
議
調
査
」
中
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
只
卒
業
者
総
数

が
前
表
と
多
少
相
違
し
て
居
る
様
で
あ
る
。

中
島
一
段
及
び
質
業
態
校
生
徒
の
動
向
を
見
る
に
、
中
堅
校
の
卒
業
者
総
数
は
五
九
、
こ
入
五
名
ハ
昭
和
七
年
度
調
以
下
同
じ
）

で
宇
途
返
墜
者
数
は
二
九
、
五
四
二
名
で
あ
る
。
叉
質
業
墜
校
（
甲
、
乙
種
遁
算
）
の
卒
業
者
糟
敷
は
山
公
一
、
五
九
四
名
、
中

途
返
墜
者
数
は
二
四
、

0
0七
名
で
あ
る
o
A
7
こ
れ
等
の
卒
業
者
及
び
中
途
退
奉
者
総
数
の
五
分
の
一
が
、
般
に
、
不
就
業
扶

態
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
組
敷
は
約
三
五
、

0
0
0名
と
な
る
の
で
あ
る
o

・＇「
註
Lノ

J、

す

び

む

従
来
、
失
業
及
び
窮
之
に
封
し
℃
二
種
の
異
っ
た
見
解
が
あ
る
。

一
は
乙
れ
を
自
然
法
則
の
結
果
盆
一

v

と
な

善疋h

民間

議

年
少
者
失
業
問
題
と
努
働
樺
の
再
検
討

第十九間関際妻子働総合概況 19頁O軍士合局15) 



商

理主

音信

叢

第
十
一
一
一
披

す
も
の
で
、
他
は
人
魚
的
、
制
度
的
な
結
果
円
計
山
『
乙
で
あ
る
ど
な
す
も
の
で
あ
る
。
乙
の
雨
者
い
づ
れ
の
見
解
、

或
は
自
然
的
旦
人
魚
的
な
結
果
で
あ
る
と
な
す
見
解
に
よ
る
と
し

τも
、
現
代
図
家
は
、
か
L

る
失
業
、
窮
之

に
封
し

τ、
無
関
心
で
あ
b
得
な
い
。

乙
れ
、
が
針
策
の
探
究
は
、
枇
曾
進
歩
の
矯
め
に
不
可
候
の
も
の
で
あ
る

と
云
以
得
る
。

元
来
、
人
類
枇
舎
の
特
色
の
一
は
、
そ
の
合
目
的
性
に
存
す
る
。
今
、
若
し
、
駐
曾
の
窮
極
の
目
的
が
枇
曾

正
義
の
樹
立
に
あ
b
、
高
人
に
封
す
る
健
康
と
生
活
必
需
品
並
び
に
便
宜
に
謝
す
る
支
配
力
を
獲
得
せ
し
む
る

に
あ
b
と
す
る
な
ら
ば
、
失
業
、
窮
乏
の
珠
防
救
済
の
講
ぜ
ら
る
可
き
は
一
吉
を
待
た
な
い
。

そ
れ
は
、
岡
家

が
そ
の
溺
立
を
保
全
す
る
矯
め
に
宜
・
備
を
整
へ
、
停
染
病
に
針
し
℃
瑛
防
暑
皐
上
の
針
策
を
樹
つ
右
左
同
様
の
、

1
1否
よ

b
以
上
の
緊
要
事
で
あ
る
。
岡
家
は
そ
れ
が
自
然
法
則
の
結
果
で
あ
る
が
故
に
、
必
然
に
し
℃
不
可

避
の
も
の
で
あ
る
と
な
し

τ、
手
を
乙
ま
ね
い
て
居
る
事
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
又
、
若
し
、
そ
れ
が
人
魚
的

制
度
上
の
快
陥
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
を
の
救
済
環
防
は
、
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
容
易
で
あ
ら
う
。

従
つ
℃
岡
家
は
、
こ
れ
が
卦
策
樹
立
を
考
究
す
可
さ
義
務
、
が
あ
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
失
業
者
中
、

特
に
持
来
、
園
家
枇
曾
に
害
多
き
年
少
失
業
者
に
卦
す
る
珠
防
、
救
済
策
の
確
立
は
現
代
間
家
に
と
っ
℃
最
も

緊
念
な
義
務
で
あ
る
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
故
に
図
際
陸
労
働
機
闘
に
於
て
も
、
そ
の
針
策
を
論
究
し
、

線
舎
は
直
ち
に
三
れ
に
閲
す
る
勧
告
を
採
鐸
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
b
、
叉
、
勢
働
擦
の
再
検
討
が
、
そ
の



野
策
の
一
つ
と
し
て
叫
ば
る
、
に
至
っ
た
開
由
と
も
見
得
る
の
で
あ
る
e

吾
L
q

は
、
前
節
に
於
て
、
我
園
現
下
の
義
務
教
育
と
最
高
皐
府
と
を
終
了
し
た
者
の
不
就
業
競
態
の
概
教
が

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
又
、
我
園
の
年
少
失
業
者
、
が
比
較
的
少
数
で
あ
る
事
買
を
知
っ
た
。
従
っ
て
、
此

等
の
統
計
の
結
果
に
上
つ
℃
凡
℃
も
、
勢
働
権
の
主
張
を
、
採
っ
て
以

τ、
直
ち
に
、
我
閤
年
少
者
失
業
問
題

の
一
封
策
と
な
さ
ん
と
す
る
が
如

3
こ
と
が
妥
営
で
な
い
事
は
切
で
あ
る
。

謂
ふ
ま
で
も
な
く
、
各
闘
は
、
閣
情
に
臆
じ
た
濁
自
の
惇
統
的
な
淳
風
美
俗
を
有
し
、
乙
れ
に
よ
っ
て
、
失

業
針
策
が
樹
立
志
る
可
さ
は
勿
論
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
炭
く
知
識
を
世
界
に
求
め
、
良
3
を
と
b
悪
3
9乞
拾
℃

以
℃
我
闘
を
よ
b
善
、
」
闘
家
と
な
す
可
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
年
少
者
失
業
問
題
の
重
要
性
と
特
殊
性
と
に
照

し
て
、
欧
洲
の
過
去
の
一
事
院
と
し
て
、
蓄
来
、
草
に
歴
史
上
に
の
み
其
存
在
を
認
め
ら
れ
来
っ
た
勢
一
働
棋
が

年
少
者
失
業
針
策
の
一
っ
と
し
て
認
め
ら
れ
ん
と
す
る
に
至
っ
た
事
賓
を
、
乙
、
に
紹
介
す
る
事
は
、
必
ず
し

も
無
用
の
業
で
は
な
い
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
我
L

干
は
、
我
同
年
少
失
業
者
数
が
現
在
砂
な

3
が
故
に
、
国
際

枇
労
働
総
舎
に
て
採
捧
3
れ
た
勤
告
を
軽
視
す
可
き
も
の
で
な
い
と
信
ず
る
。
然
ら
ば
、
M
W
働
躍
を
年
・
少
失
業
者

に
奥
へ
ん
と
す
る
所
読
に
付

τも
、
亦
、
吾
々
は
、
充
分
、
研
究
す
る
の
必
要
が
あ
る
と
考
へ
る
。
若
し
本
小

論
に
し
て
、
年
少
者
失
業
問
題
の
重
要
性
と
そ
の
一
針
策
と
を
紹
介
し
得
た
b
と
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
遣
し

た
の
で
あ
る
。
〈
一
九
三
五
・
一
一
・
一

O
）

員命

叢

年
少
者
失
業
問
題
と
努
働
楠
惜
の
再
検
討

一
一一一一



（
註
一
）

（註一一）
商

警主

論

一
一
同

第

十

三

競

叢

失
菜
、
窮
乏
、
貧
困
を
人
口
増
加
と
生
活
必
需
品
と
の
自
然
的
関
係
の
結
果
で
あ
る
と
な
す
マ
ル
サ
ス
の
所
設
は
最
も
有
名
で

あ
る
。
高
野
、
大
内
諾
「
マ
ル
サ
ス
人
口
の
原
理
、

窮
乏
、
失
業
等
を
人
鴛
的
の
結
果
E
な
し
、

E
義
人
道
に
立
操
し
て
そ
の
放
済
を
設
き
、
属
め
に
、
マ
ル
サ
ス
を
し
て
、
人
口

一
入
入
頁
」
参
照
。

論
を
著
は
さ
し
め
た
ゴ
タ
ド
ウ
イ
ジ
に
付
て
は
、
前
掲
書
中
一
六
二
頁
参
照
、
共
他
、
こ
れ
を
制
度
そ
の
も
の
の
結
果
に
踊
せ

し
め
ん
を
す
る
所
論
ば
古
来
幾
多
の
批
曾
改
良
家
に
よ
り
読
越
さ
れ
来
っ
て
居
る
。


